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消費者契約法の実体法規定の見直し作業の早期着手を求める意見書  

 

２０１１年（平成２３年）１１月２４日 

日本弁護士連合会 

 

第１ 意見の趣旨 

１ 消費者庁に対し，消費者契約法の実体法規定（第１条～第１１条）の見

直し作業を直ちに開始すること，消費者委員会に対し，消費者庁のかかる

作業を推進するよう調査審議や建議など必要な監視を行うことを求める。 

２ 法務省及び消費者庁に対し，相互の連携と協力の下，民法（債権関係）

の見直し作業と消費者契約法の見直し作業を同時並行で進めること，消費

者委員会に対し，法務省と消費者庁が連携協力してかかる作業を行うよう

調査審議や建議など必要な監視を行うことを求める。 

 

第２ 意見の理由 

１ 消費者契約法の実体法規定の早期見直しの必要性 

(1) 消費者契約法の実体法規定（第１条～第１１条）は，２０００年（平

成１２年）４月に成立し，２００１年（平成１３年）４月に施行された

が，同法制定時の衆議院商工委員会及び参議院経済・産業委員会の附帯

決議では，施行後の状況について分析・検討を行い，５年を目途に見直

しを含めた措置を講ずることとされていた。 

また，２００５年（平成１７年）４月に閣議決定された「消費者基本

計画」でも，「消費者契約法施行後の状況について分析・検討するとと

もに，消費者契約に関する情報提供，不招請勧誘の規制，適合性原則等

について，幅広く検討する。」とされ，「平成１９年までに消費者契約法

の見直しについて一定の結論を得る。」とされていた。 

上記消費者基本計画の下，内閣府は，消費者契約法の見直しに向けた

準備作業として，２００６年（平成１８年）３月に「諸外国における消

費者契約に関する情報提供，不招請勧誘の規制，適合性原則についての

現状調査」を公表し，２００６年（平成１８年）１１月に国民生活審議

会消費者政策部会に消費者契約法評価検討委員会を設置して，２００７

年（平成１９年）８月に「消費者契約法の評価及び論点の検討等につい

て」を公表し，２００８年（平成２０年）３月には「平成１９年度消費

者契約における不当条項研究会報告書」を公表した。 

当連合会も，２００６年（平成１８年）１２月１４日，「消費者契約
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法の実体法改正に関する意見書」を公表し，消費者契約法の実体法規定

の早期見直しの必要性と改正の方向性に関する提言を行った。 

(2) ところが，その後，内閣府における消費者契約法の実体法規定の見直

し作業は消費者庁の設置問題によって中断し，新たに消費者契約法の担

当省庁となった消費者庁では，消費者契約法の実体法規定の見直し作業

は再開されていない。また，２０１０年（平成２２年）３月に閣議決定

された「消費者基本計画」では，「消費者契約法に関し，消費者契約に

関する情報提供，不招請勧誘の規制，適合性原則を含め，インターネッ

ト取引の普及を踏まえつつ，消費者契約の不当勧誘・不当条項規制の在

り方について，民法（債権関係）改正の議論と連携して検討します。」

（施策番号４２）とされているが，消費者庁では具体的な検討作業が開

始されていない。 

(3) 内閣府が取りまとめた「平成２０年度国民生活白書」でも，独立行政

法人国民生活センターが取りまとめた「消費生活年報２０１０」でも，

我が国における消費者契約被害の現状が深刻であることは明白である。 

消費者庁は，消費者契約法の所管庁であり，かつ，消費者の利益の擁

護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する

事務を行うことを任務としている（消費者庁及び消費者委員会設置法３

条，４条１号）。また，消費者委員会は，消費者の利益の擁護及び増進

に関する基本的な政策に関する重要事項に関し，自ら調査審議し，必要

と認められる事項を内閣総理大臣，関係各大臣又は長官に建議する事務

を担っている（同法６条２項１号）。 

しかるに，消費者庁は消費者契約法の実体法規定の見直し作業を行う

ことなく放置し，消費者委員会はかかる状況においても消費者庁に対し

２０１１年（平成２３年）８月に消費者契約法改正を実現することが望

ましいという提言をするにとどまっている。この現状は，同法制定時の

国会の附帯決議や消費者基本計画の趣旨に反するばかりか，消費者庁及

び消費者委員会の設置の趣旨にももとるものである。 

(4) 消費者庁は，消費者契約法の実体法規定の見直し作業を直ちに開始す

べき責務があり，消費者委員会は提言後の消費者庁の作業状況について

自ら調査審議及び建議を行うなど必要な監視を行うべき責務がある。 

当連合会は，消費者庁及び消費者委員会に対し，かかる責務を果たす

ことを求める。 

２ 民法(債権関係)の見直し作業との連携・協力と同時作業の必要性 

(1) 法制審議会においては，２００９年（平成２１年）１１月から民法（債
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権関係）の見直しに関する議論が行われており，本年４月１２日には「民

法（債権関係）の改正に関する中間的な論点整理」が公表されている。

また，本年７月からは「中間試案」の取りまとめに向けた議論（いわゆ

る「第２ステージ」）が開始されている。 

(2) 法制審議会における民法（債権関係）の見直し作業においては，制定

から１１０年余りが経過した民事基本法典である民法の債権関係の規

定について，同法制定以来の社会・経済の変化への対応を図ること（い

わゆる民法の現代化を図ること）がその目的の１つとされている。 

この点，現代の我が国で私人間の契約関係の多くを占めると思われる

事業者・消費者間契約（いわゆる消費者契約）に関する民事ルールをど

のように定めるのかという視点を抜きにして，民法の現代化など図りえ

ないはずである。 

実際に，法制審議会におけるこれまでの議論においても，民法典への

消費者概念の導入の是非のほか，意思表示，消滅時効，不当条項規制，

賃貸借契約，消費貸借契約，継続的契約，無効・取消しなど極めて多く

の場面において，消費者や消費者契約に関する法規範や特則規定の要

否・内容が問題とされている。また，民法典における意思表示，消滅時

効，債務不履行，契約各論等における規定内容の変更は，特別法である

消費者契約法の内容変更に直結することは明白である。 

(3) 上述のとおり，消費者庁は，消費者契約法の所管庁であるのみならず，

消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並

びに推進に関する事務を行うことを任務としている。また，消費者委員

会も，消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策に関する重要

事項に関し，自ら調査審議し，必要と認められる事項を内閣総理大臣，

関係各大臣又は長官に建議する事務を担っている。 

したがって，民法（債権関係）の見直し作業に関しても，消費者契約

に関する民事ルールはどのような内容であることが最も望ましいのか，

民法典と消費者契約法にどのように割り振るのが最も望ましいのかと

いう問題は，消費者の利益の擁護及び増進に関する政策に関する重要事

項として，消費者庁及び消費者委員会の職責に直接関連する問題であり，

決して法務省や法制審議会のみが主導してよい問題ではない。 

法務省は法制審議会における民法（債権関係）の見直し作業を非常に

速い速度で進めているが，消費者庁及び消費者委員会は，消費者契約法

の見直し作業すら未だ開始していない。このままでは，我が国の債権関

係に関する基本的な民事ルールを１１０年ぶりに見直して現代化しよ
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うという極めて重大な立法作業において，消費者の利益の擁護及び増進

という観点が十分に反映されないという看過しがたい事態となりかね

ない。 

(4) 当連合会は，本年９月１５日，「民法（債権関係）の改正に関する中

間的な論点整理に対する意見」において，連合会内で，消費者契約に関

する新たな特則規定の立法に賛成する意見が多いこと，及び，消費者契

約に関する特則規定を民法改正と同時に（又はそれに先立って）民法の

特別法である消費者契約法で立法することが望ましいとする意見や消

費者保護に資するのであれば民法で定めることに賛成するという意見

が多いこと（ただし，民法改正を機に消費者契約法の私法実体規定を民

法に取り込んで消滅させるという考え方（いわゆる統合論）には反対意

見が多い。）を公表している。消費者契約に関する民事ルールの具体的

な内容や民法典と消費者契約法の役割分担といった問題は，法務省，消

費者庁及び消費者委員会が相互に連携・協力の上，最も望ましい在り方

を検討すべき問題である。 

(5) 上記のような観点から，当連合会は，次のとおり求める。 

① 消費者庁に対し，消費者契約法の実体規定の見直し作業を，法務省

と連携・協力の上，法制審議会における民法(債権関係)の見直し作業

と同時並行で進めるよう求める。 

② 法務省に対し，法制審議会における民法(債権関係)の見直し作業を，

消費者庁と連携・協力の上，消費者契約法の見直し作業と同時並行で

進めるよう求める。 

③ 消費者委員会に対し，消費者庁及び法務省が連携・協力して消費者

契約法の実体法規定の見直し作業及び民法(債権関係)の見直し作業

を行うよう自ら調査審議し，法務大臣及び消費者庁長官に対して建議

を行うなど必要な監視を行うことを求める。 

 


